
【上記以外の支援の廃止（打切り）について】

次のいずれかに該当する者については、支援を打ち切る。（①又は
②に該当する者には、返還を求める。）

① 偽りその他不正の手段により支援措置を受けた者

② 大学等から退学・停学（無期限又は３カ月以上のものに限
る。）の懲戒処分を受けた者

【上記以外の支援の停止について】

・ 大学等から休学を認められた場合には、その間、支援を停止

し、復学時に学生等からの申出に基づき、支援を再開する。

・ ３カ月未満の停学及び訓告の懲戒処分を受けた場合も支援
を停止する。支援停止期間は、停学の場合は停学期間、訓告
の場合は１カ月間とし、支援停止期間経過後に学生等からの申
出に基づき、支援を再開する。
・ 支援の継続手続を行わなかった場合には支援を停止する。

支援対象者の在学中の支援の扱いについて

基 準 支援の扱い

学業成績・
学修意欲に
関すること

次のいずれかに該当すること

① 修業年限で卒業できないことが確定したこと

② 修得単位数が標準単位数※の５割以下であること ※標準単位数＝（卒業必要単位数/修業年限）×支援対象者の在学年数

③ 出席率が５割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況にあると大学等が判定したこと

④ 下の「警告」に連続して該当すること

支援の廃止（打切り）
（学業成績が著しく不良であり、災害、

傷病その他のやむを得ない事由がな

いときは、返還を求める。）

次のいずれかに該当すること （上の「支援の打切り」に該当する者を除く。）

① 修得単位数が標準単位数の６割以下であること

② ＧＰＡ（平均成績）等が下位４分の１に属すること

③ 出席率が８割以下であるなど学修意欲が低い状況にあると大学等が判定したこと

警告
支援は継続するが、学業成績の向上に

努力するよう指導する。

（連続して「警告」に該当する場合には

支援を打ち切る。）

家計の経済
状況に関す
ること

【収入】 ※採用時と同一の基準

以下の算式により算出された額について、学生等及びその生計維持者の合計額が、以下の基準額に該当すること

（算 式） 市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）※

※政令指定都市に市民税を納税している場合は、（調整控除の額＋税額調整額）に3/4を乗じた額となる。

（基準額） 第Ⅰ区分（標準額の支援） 100円未満
第Ⅱ区分（標準額の2/3支援） 100円以上～25,600円未満

第Ⅲ区分（標準額の1/3支援） 25,600円以上～51,300円未満

支援の停止または
支援区分・支援額の変更
直近の収入の状況に応じて、支援の区

分が変更となる場合は、支援額を変更

し、いずれの基準額にも該当しない場

合は、支援を停止する。

（いずれかの基準額に該当するように

なった場合は、支援を再開する。）

【資産】 ※採用時と同一の基準

学生等及びその生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること

（基準額） 生計維持者が２人の場合 2,000万円未満

生計維持者が１人の場合 1,250万円未満

支援の停止
（いずれかの基準額に該当するように

なった場合は支援を再開する。）

【適格認定の基準と支援の扱いについて】

（なお、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置については、追って、省令で規定することを予定）

各学年末に判定し、
４月からその結果を
反映
（ただし、修業年限
が２年以下である場
合は、各学年の途
中にも判定（10月か
らその結果を反映）

毎年の夏頃に判定
を行い、１０月から
その結果を反映

【転学・編入学の場合の支援期間について】

・ 転学・編入学をした場合（以下の※に該当する場合を除く。）
は、転学・編入学先の大学等の修業年限まで支援期間を延
長する。（ただし、転学・編入学前の支援期間と合算して６年
を上限とする。）

※ 転学・編入学前の学校に在学しなくなってから、他の学校
に転学・編入学するまでの期間が１年を超える場合は、支援
の対象としない。
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※地方税法第２９５条第１項各号に規定する者又は同法附則第３条の３第４項の規定により同項の市町村民税の所得割を課すること
ができない者については、算式に基づき算定された額は零とする。


